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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2024年12月期第３四半期 2,827 24.4 571 141.2 575 142.6 391 167.1

2023年12月期第３四半期 2,272 10.3 236 10.0 237 10.0 146 1.1

（注）包括利益 2024年12月期第３四半期 391百万円（167.1％） 2023年12月期第３四半期 146百万円（1.1％）

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2024年12月期第３四半期 74.85 68.25

2023年12月期第３四半期 27.95 25.99

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2024年12月期第３四半期 6,067 2,295 37.8

2023年12月期 4,396 1,894 43.1

（参考）自己資本 2024年12月期第３四半期 2,294百万円 2023年12月期 1,893百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2023年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2024年12月期 － 0.00 －

2024年12月期（予想） 24.00 24.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,450 19.0 400 124.7 403 125.1 260 152.4 49.69

１．2024年12月期第３四半期の連結業績（2024年１月１日～2024年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有

２．2024年12月期期末配当金の内訳（予想）　普通配当　14円00銭　記念配当　10円00銭

３．2024年12月期の連結業績予想（2024年１月１日～2024年12月31日）

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2024年12月期３Ｑ 5,341,800株 2023年12月期 5,320,550株

②  期末自己株式数 2024年12月期３Ｑ 100,059株 2023年12月期 100,034株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2024年12月期３Ｑ 5,228,538株 2023年12月期３Ｑ 5,241,472株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無

新規  －社、除外  －社

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事

項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記）」をご覧下さい。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：無

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無

③  会計上の見積りの変更                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（４）発行済株式数（普通株式）

※  添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関す

る定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。

（決算補足説明資料の入手方法）

　決算補足説明資料は、TDnetで開示するとともに、当社ウェブサイトにも掲載する予定です。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 3

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………… 4

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 4

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 5

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 6

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 6

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 6

（四半期連結貸借対照表に関する注記） ………………………………………………………………………… 6

（四半期連結損益計算書に関する注記） ………………………………………………………………………… 6

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記） ……………………………………………………… 6

（セグメント情報等の注記） ……………………………………………………………………………………… 6

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記） ……………………………………………… 7

（重要な後発事象）…………………………………………………………………………………………………… 7

○添付資料の目次

- 1 -

株式会社リベロ（9245）2024年12月期　第３四半期決算短信



１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間（2024年１月１日～2024年９月30日）における日本国内の経済は、物価上昇の影響に

より実質賃金がマイナスに転じたことや日米金利差縮小による円高の進行により企業業績の先行きに懸念は残るも

のの、企業の設備投資意欲が拡大し、特にIT投資については、金融業や製造業を中心に幅広い業種で投資意欲が高

い状態にあり、回復基調で推移しました。

　当社グループを取り巻く環境につきましては、都道府県内外移動者数（総務省統計局2024年「住民基本台帳人

口移動報告」）国勢調査（総務省）によると、2023年の１月～９月の全国の移動者数が約417万人に対し、2024年１

月～９月の全国の移動者数は約415万人となりました。全国の都道府県内外の移動者は若干の減少しております

が、当社が提供する移転者サポート事業のサポート件数については順調に進捗いたしました。

　このような状況の下、当社グループは、不動産事業者向けサービス「新生活ラクっとNAVI」、法人企業等向けサ

ービス「社宅ラクっとNAVI」につきましては、主要KPIである新規顧客獲得社数および獲得管理戸数が前年を上回

り、順調に推移しております。引越事業者向けサービスにおいては、資材の共同購買に加えダンボール広告

「HAKO-Ad（ハコアド）」の提供数も順調に推移しました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、獲得法人企業および獲得転貸管理戸数が堅調に推移した結

果、売上高は2,827,330千円（前年同期比24.4％増）となりました。利益面につきましては、営業利益は571,549千

円（前年同期比141.2％増）、経常利益は575,210千円（前年同期比142.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利

益は391,354千円（前年同期比167.1％増）となりました。

　なお、当社グループは、移転者サポート事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しており

ます。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産は4,438,101千円となり、前連結会計年度末に比べ1,244,545千円

増加しました。これは主に「社宅ラクっとNAVI」における取り扱いの増加により売掛金が217,371千円、前渡金が

422,618千円増加したこと等によるものであります。当第３四半期連結会計期間末における固定資産は1,629,313千

円となり、前連結会計年度末に比べ426,813千円増加しました。これは主に賃貸住宅転貸サービスにおける管理物

件の増加に伴い敷金及び保証金が257,554千円、投資その他の資産「その他」が114,356千円増加したこと等による

ものであります。

　この結果、総資産は6,067,415千円となり、前連結会計年度末に比べ1,671,358千円増加しました。

(負債)

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は2,405,756千円となり、前連結会計年度末に比べ847,981千円増

加しました。これは主に「社宅ラクっとNAVI」における取り扱いの増加により買掛金が194,416千円、前受金が

397,945千円増加したこと、利益面において前年同期比を上回ったことにより未払法人税等が79,488千円増加、未

払消費税等の計上により流動負債「その他」が125,845千円増加したことしたこと等によるものであります。ま

た、当第３四半期連結会計期間末における固定負債は1,365,854千円となり、前連結会計年度末に比べ422,005千円

増加しました。これは主に賃貸住宅転貸サービスにおける管理物件の増加に伴い預り敷金及び保証金が156,907千

円、長期預り金が262,149千円増加したこと等によるものであります。

　この結果、負債合計は3,771,611千円となり、前連結会計年度末に比べ1,269,986千円増加しました。

(純資産)

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は2,295,804千円となり、前連結会計年度末に比べ401,371千円

増加しました。これは、利益剰余金が391,354千円増加したこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2024年12月期における通期の連結業績予想につきましては、2024年７月19日に公表いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」の業績予想から変更はありません。

2024年12月期の通期連結業績予想に見直しが必要と判断した場合には、速やかに公表いたします。

　また、配当予想につきましては、2024年８月９日に公表いたしました配当予想から修正しております。詳細につ

きましては、本日（2024年11月14日）公表いたしました「配当方針の変更及び配当予想の修正（初配当・記念配

当）に関するお知らせ」をご覧ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,525,650 1,971,093

売掛金 412,645 630,016

前渡金 990,786 1,413,404

その他 264,474 423,587

流動資産合計 3,193,556 4,438,101

固定資産

有形固定資産 19,387 32,780

無形固定資産 187,822 229,331

投資その他の資産

敷金及び保証金 742,962 1,000,517

その他 252,327 366,683

投資その他の資産合計 995,290 1,367,200

固定資産合計 1,202,500 1,629,313

資産合計 4,396,057 6,067,415

負債の部

流動負債

買掛金 205,418 399,834

未払法人税等 73,536 153,024

前受金 959,795 1,357,741

賞与引当金 － 50,285

その他 319,024 444,870

流動負債合計 1,557,775 2,405,756

固定負債

預り敷金及び保証金 380,477 537,384

長期預り金 549,097 811,247

その他 14,274 17,222

固定負債合計 943,849 1,365,854

負債合計 2,501,624 3,771,611

純資産の部

株主資本

資本金 425,043 430,032

資本剰余金 430,043 435,032

利益剰余金 1,142,345 1,533,700

自己株式 △103,864 △103,905

株主資本合計 1,893,568 2,294,858

新株予約権 864 945

純資産合計 1,894,432 2,295,804

負債純資産合計 4,396,057 6,067,415

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2023年１月１日
　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2024年１月１日
　至　2024年９月30日)

売上高 2,272,989 2,827,330

売上原価 316,681 540,221

売上総利益 1,956,307 2,287,108

販売費及び一般管理費 ※ 1,719,382 ※ 1,715,559

営業利益 236,925 571,549

営業外収益

受取利息 63 469

受取賃貸料 － 3,550

業務受託料 184 103

法人税等還付加算金 155 －

その他 － 101

営業外収益合計 404 4,224

営業外費用

支払利息 207 563

営業外費用合計 207 563

経常利益 237,121 575,210

税金等調整前四半期純利益 237,121 575,210

法人税等 90,603 183,855

四半期純利益 146,518 391,354

親会社株主に帰属する四半期純利益 146,518 391,354

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2023年１月１日
　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2024年１月１日
　至　2024年９月30日)

四半期純利益 146,518 391,354

四半期包括利益 146,518 391,354

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 146,518 391,354

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

前連結会計年度
（2023年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2024年９月30日）

当座貸越極度額 950,000千円 1,550,000千円

借入実行残高 ─ ─

差引額 950,000 1,550,000

（四半期連結貸借対照表に関する注記）

　当座貸越契約

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約

に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自　2023年１月１日
　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2024年１月１日
　至　2024年９月30日)

給料及び手当 545,858千円 556,052千円

退職給付費用 6,546 7,181

（四半期連結損益計算書に関する注記）

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
（自　2023年１月１日

至　2023年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2024年１月１日

至　2024年９月30日）

減価償却費 29,352千円 36,428千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

　　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2023年１月１日　至　2023年９月30日）

　当社グループは、移転者サポート事業の単一セグメントのため、セグメント情報の記載を省略しております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2024年１月１日　至　2024年９月30日）

　当社グループは、移転者サポート事業の単一セグメントのため、セグメント情報の記載を省略しております。
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（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記）

　（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（重要な後発事象）

　（新株予約権の発行）

　当社は、2024年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当

社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしまし

た。

Ⅰ．新株予約権の募集の目的及び理由

　中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社

の結束力をさらに高めることを目的として、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、有償にて新

株予約権を発行するものであります。

　本新株予約権は、2025年12月期から2028年12月期までのいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算

書に記載された営業利益が、一度でも2,000百万円（社内における中期的な目標数値）を超過した場合に、行使

が可能となります。なお、新生活サービスにおける新規事業やＭ＆Ａによる利益貢献の想定等も考慮して算出

したものです。

　また、一定の期間の平均値ではなく、終値が一度でも超えた場合としておりますのは、当社が目指すべき時

価総額の株価水準を一定の期間、維持する条件の場合、当社の現在の株価水準から鑑みると、水準に到達する

までの時間及び到達後の平均値算定期間を含め相応の時間を要することから、当社取締役の目標株価に対する

意識向上及び士気を高めることにならないと判断したため、一定期間の平均値ではなく、一度でも達成した場

合に権利行使が出来る条件といたしました。

　当社の終値が一度でも行使条件を超えた場合に権利行使ができる条件は、一定期間の平均値を採用する条件

より達成しやすい条件であるため、行使の条件とする株価水準につきましては、現状の当社の株価水準から大

きく上回る水準（直前営業日（2024年11月13日）における当社普通株式の終値1,240円の８倍）に設定いたしま

した。そうすることで当社取締役の目標株価に対する意識向上及び士気を高め、当社の目標株価を達成するこ

とで時価総額の最大化を目指し、既存株主の皆様の売却機会を提供することが、株主利益につながると判断し

たものであります。

　なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は100,000株であり、発行済株式

総数の1.87％の希薄化が生じますが、本新株予約権はあらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされてお

り、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。この

ため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化

への影響は合理的なものであると考えております。

Ⅱ．新株予約権の発行要項

１．新株予約権の名称

　株式会社リベロ2024年第１回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）

２．新株予約権の数

　1,000個

　なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式100,000

株とし、下記４．（１）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に

本新株予約権の数を乗じた数とする。

３．新株予約権と引換えに払込む金銭

　本新株予約権１個あたりの発行価額は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社

プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであ

るモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果と同額で決定したものである。

４．新株予約権の内容

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数

　本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（または併合）の比率

既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株あたり

払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

新規発行前の１株あたりの時価

既発行

株式数
＋ 新規発行株式数

株とする。

　なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。

以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整

は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整され

るものとする。

（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」と

いう。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である2024年11月13日の終値である

1,240円とする。

　なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額

を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己

株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による

自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り

上げる。

　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価

額の調整を行うことができるものとする。

（３）新株予約権を行使することができる期間

　本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2029年４月１日から

2034年12月３日までとする。（ただし、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）までとす

る。

（４）増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（５）譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

（６）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、2025年12月期から2028年12月期までのいずれかの事業年度において、当社の連結損

益計算書に記載された営業利益が、一度でも2,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使するこ

とができる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績

に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定

を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の

影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基

準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべ

き指標を当社取締役会にて定めるものとする。

- 8 -

株式会社リベロ（9245）2024年12月期　第３四半期決算短信



②　上記①の条件に加えて、割当日から2034年12月３日までの当社普通株式の終値が一度でも下記(a)から

(g)に記載した条件を充たした場合にのみ、付与された本新株予約権の数に条件を充たした号に掲げる割

合のうち最も高い割合（以下、「行使可能割合」という。）を乗じて算出された数を上限として本新株

予約権を行使することができるものとし、新株予約権者は、本新株予約権の行使時点において、当該時

点までに既に行使した分と累計して当該上限を超える数の本新株予約権を行使することはできないもの

とする。ただし、上記４.に基づく行使価額の調整を行う場合には、下記(a)から(g)に記載する金額も、

当該金額を調整前行使価額とみなして行使価額の調整と同様の方法により調整されるものとする。

(a) 2,480円 /株 以上となった場合 ：行使可能割合20％

(b) 3,720円 /株 以上となった場合 ：行使可能割合30％

(c) 4,960円 /株 以上となった場合 ：行使可能割合40％

(d) 6,200円 /株 以上となった場合 ：行使可能割合50％

(e) 7,440円 /株 以上となった場合 ：行使可能割合60％

(f) 8,680円 /株 以上となった場合 ：行使可能割合80％

(g) 9,920円 /株 以上となった場合 ：行使可能割合100％

③　上記①②に加えて、新株予約権者は、割当てられた本新株予約権を、次の各号に掲げる期間におい

て、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる個数を限度として行使することができるもの

とする。

(a) 上記４（３）において定められた行使期間の初日を起算日として１年経過する日まで

　　割当てられた本新株予約権の総数の25％に相当する個数

(b) 上記４（３）において定められた行使期間の初日を起算日として１年経過した日から２年経過す

る日まで

　　割当てられた本新株予約権の総数の50％に相当する個数

(C) 上記４（３）において定められた行使期間の初日を起算日として２年経過した日から行使期間の

満期日まで

　　割当てられた本新株予約権の総数の全て

④　新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使時までの期間継続して、当社または当社関係会社

の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

⑤　新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人（ただし、法定相続人が複数いる場

合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた１名に限られ

る。）は、行使期間において、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとす

る。ただし、当該相続人は本新株予約権を相続させることはできないものとする。

⑥　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑦　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．新株予約権の割当日

　2024年12月３日

６．新株予約権の取得に関する事項

（１）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の

承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来

をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

（２）新株予約権者が権利行使をする前に、上記４.（６）に定める規定により本新株予約権の行使ができなくな

った場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

７．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に

新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
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（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記４．（１）に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記４．（２）で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記７．（３）に従って決

定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上記４．（３）に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記

４．（３）に定める行使期間の末日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記４．（４）に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（８）その他新株予約権の行使の条件

上記４．（６）に準じて決定する。

（９）新株予約権の取得事由及び条件

上記６．に準じて決定する。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

８．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

　当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

９．新株予約権と引換えにする金銭の払込期日

　2024年12月３日

10．申込期日

　2024年11月29日

11．新株予約権の割当てを受ける者及び数

　当社取締役　　　　２名　440個

　当社従業員　　　　９名　530個

　当社子会社取締役　１名　 30個

　なお、上記の人数及び個数は上限数を示したものであり、本新株予約権に対する引受けの申込み状況等に

より、割当てを受ける人数及び個数は減少することがある。
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